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次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正 欄 掲 規定 下
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改正  改正前 

条例第 条第 項第 号 規則 定 軽

自動車等  

条例第 条第 項第 号 規則 定 軽

自動車等  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

 前項 身体障害者等 次 各号 い

該当 者 いう 身体障害者等

生計 一 者 所 軽自動車等及び

身体障害者等 生計 一 者又 身体障害

者等 身体障害者等 構成さ 世帯 者

限 常時介護 者 運転 軽自動

車等 係 身体障害者等 第 号 掲

者 あ 音声機能障害 者及び障害

程度 下肢不自由 い 級 級

各級 体幹不自由 い 級 乳幼児期

前 非進行性 脳病変 運動機能障害 う

移動機能障害 い 級 級 各

級 心臓機能障害 い 級 臓機能障

害 い 級 呼吸機能障害 い 級

ぼう う又 直腸 機能障害 い 級 小

腸 機能障害 い 級 ヒト免疫不全ウイ

ルス 免疫機能障害 い 級 肝臓

機能障害 い 級 該当 者 外

 前項 身体障害者等 次 各号 い

該当 者 いう 身体障害者等

生計 一 者 所 軽自動車等及び

身体障害者等 生計 一 者又 身体障害

者等 身体障害者等 構成さ 世帯 者

限 常時介護 者 運転 軽自動

車等 係 身体障害者等 第 号 掲

者 あ 音声機能障害 者及び障害

程度 下肢不自由 い 級 級

各級 体幹不自由 い 級 乳幼児期

前 非進行性 脳病変 運動機能障害 う

移動機能障害 い 級 級 各

級 心臓機能障害 い 級 臓機能障

害 い 級 呼吸機能障害 い 級

ぼう う又 直腸 機能障害 い 級 小

腸 機能障害 い 級 ヒト免疫不全ウイ

ルス 免疫機能障害 い 級 肝臓

機能障害 い 級 該当 者 外



第 号 掲 者 あ 音声機能障害

者並び 障害 程度 下肢不自由

い 第 項症 第 項症及び第 款症 第

款症 各款症 体幹不自由 い 第 項

症 第 項症及び第 款症 第 款症

各款症 該当 者 外 いう  

第 号 掲 者 あ 音声機能障害

者並び 障害 程度 下肢不自由

い 第 項症 第 項症及び第 款症 第

款症 各款症 体幹不自由 い 第 項

症 第 項症及び第 款症 第 款症

各款症 該当 者 外 いう  

⑴  ＜省略＞ ⑴  ＜省略＞ 

 精神保健及び精神障害者福祉 関 法

昭和 法 第 号 第 条 規

定 精神障害者保健福祉手帳 交付 受

い 者 う 精神保健及び精神障害者福

祉 関 法 施行 昭和 政 第

号 第 条第 項 定 級 障害

 

 精神保健及び精神障害者福祉 関 法

昭和 法 第 号 第 条 規

定 精神障害者保健福祉手帳及び障害者

自立支援法 成 法 第 号 第

条第 項 規定 自立支援医療受給

者証 障害者自立支援法施行 成

政 第 号 第 条第 号 規定 精神

通院医療 係 限 交付 受

い 者 う 精神保健及び精神障害者福祉

関 法 施行 昭和 政 第

号 第 条第 項 定 級 障害

 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

  

附 則 

 施行期日  

第 条 規則 成 日 施行  

 経過措置  

第 条 改正 瀬戸 税 減免 関 規則 規定 成 度

度分 軽自動車税 い 適用 成 度分 軽自

動車税 い 従前 例  


